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．はじめに

歴史地理学会のシンポジウムにおいて，現

在の自然災害リスク （鎌滝報告） と，未来に

向けた防災のあり方 （林報告） が取り上げら

れたことは，過去を踏まえ，現在を理解し，

未来を考える歴史科学として大変有意義で

あった。報告を受けてのコメントとして，過

去の自然災害を現在・未来につなげるための

提言を考えたい。

鎌滝報告では，堆積物の調査から日本海沿

岸でも繰り返し津波が発生してきたことが実

証的に示された1）。

東北地方太平洋側では，平成23 （2011） 年

東北地方太平洋沖地震や1960 （昭和35） 年チ

リ地震津波，1933 （昭和 8） 年昭和三陸地震

など，プレート境界である日本海溝付近で発

生する巨大地震 2）や遠地地震による津波が繰

り返し発生してきた。そのため津波被害に対

する認識は非常に高い。一方で，東北地方日

本海側沿岸では，近年は昭和58 （1983） 年日

本海中部地震による津波被害が顕著であるも

のの，平成 5 （1993） 年北海道南西沖地震の被

害も限定的だったことから，太平洋沿岸に比

して津波に対する危機感は低い。しかし，鎌

滝らの研究 3）は，秋田県男鹿以南においても

17世紀以前に発生した複数回の津波堆積物

を確認し，歴史的記録に頼った復元と経験則

に基づく防災体制構築の限界性を指摘した。

林報告では，平成22 （2010） 年チリ地震津

波，東北地方太平洋沖地震などに対する日本

列島太平洋側の漁業地域における津波防災の

実態と，自身が参画する石川県沿岸の漁業地

域における津波防災実践とを比較することか

ら，低頻度高強度災害地における防災体制構

築の困難性が述べられた。

高頻度高強度の津波被害を受けてきた東北

地方太平洋側沿岸地域や東南海・南海地方沿

岸地域の漁業地域では，津波に対する認識や

危機感が醸成，伝承，再構築されることを通

じて，事前防災活動の充実や，被災時に適切

な防災行動が励起される状況が生じている。

加えて，被災後にあっても，被災状況の記

録，見える化，伝承活動が積極的に行われお

り。次世代への継承が図られている4）。一方

で，低頻度高強度災害地域である石川県能登

地方では，平成19 （2007） 年能登半島地震の

際の行動に見られるように，必ずしも津波防

災に対する十分な知識と意識が醸成されてい

るとは言えない状況が生じている5）。林報告

ではこの状況を受け，日本海沿岸地域におい

ても，Disaster Imagination Game （災害想像

ゲーム） などを通じた住民自身による防災の

学びや備えを行っていくことの重要性を示し

た。また，その際に地理学が貢献できる可能

性について指摘された。

この二本の報告を通じて指摘できること

は，日本海沿岸地域の津波防災を考える上で

の「災害の伝承」の重要性である。過去，確

かに発生した津波災害を，その空間性を含め

て適切に記録し，次世代の学びの糧として提

供することを通じて，確実にやってくる次の
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その中で，自然物による災害関連景観は保存

されにくいことと理解に説明を要することか

ら活用に制約があること，人工物による災害

関連景観のうち被災構造物（いわゆる災害遺

構）は理解しやすいものの被災者感情および

地域復興による土地利用の必要性から保存さ

れにくいことを指摘するとともに，人工物の

うち自然現象の規模や被災状況を表象する石

碑や標識などのモニュメントの活用可能性に

ついて指摘した。

東北地方太平洋沖地震でも災害遺構の保存

が議論となった。被害の伝承と防災教育への

活用や被災者の鎮魂の場としてのダークツー

リズムによる活用 8）など保存に前向きな議論

がある一方，被災者感情に配慮し，保存を望

む声がありつつも撤去された遺構も，大槌町

の観光船や気仙沼市の大型船など数多い。日

本海中部地震においても多くの建造物が地震

動・液状化と津波によって被災した9）が，災

害遺構として残されている事例は，筆者は寡

聞にして知らない。

一方，日本海中部地震をはじめとし，多く

の津波災害で被災状況を示すモニュメントが

数多く残されている。文字情報のみの文書資

料と異なり，モニュメントは設置地点という

空間情報を有する。この点に注目し，空間性

を伴う災害伝承の観点からモニュメントの可

能性を評価したい。

（1）災害の空間性を保持した災害関連景観

津波災害は浸水域と非浸水域で被害の様相

が極端に異なる。そのため，防災上の教訓を

持つ情報として，遡上限界や浸水深の空間性

は重要な意味を持つ。国土交通省が国道沿い

に設置していた浸水域の表示板 （図 1） や，

岩手県宮古市田老地区に設置されていた水位

表示板 （図 2） は，津波の影響範囲を理解す

る上で有効なモニュメントであった。秋田県

内にも，日本海中部地震の際の浸水深を記録

した石碑が建てられている （図 3）。

津波災害に備えること，それは地理学に課せ

られた役割ともいえる。

．自然災害の空間性

津波災害は自然災害である。しかし，津波

そのものは自然災害ではない。自然災害は誘

因となる自然現象と，素因である自然条件，

人文・社会条件との関係性として生じる6）。

誘因はhazard （危険），素因のうち人文・社

会条件はvulnerability （脆弱性） とも言い換え

られる。そして，誘因，素因のそれぞれが空

間性を有している。

津波を例に考えてみよう。誘因となる津波

とその原因である地震には，現象そのものの

空間性がある （例えば震源位置の違いや震源

域の広さなど） とともに，その影響の現れ方

にも空間性がある （例えば海岸からの距離や

比高によって津波の浸水深や到達時間に差が

生じるなど）。加えて，素因となる自然条件

と人文・社会条件にも空間性がある。前者で

は同じ浸水深であっても微地形によって押波・

引波の影響の現れ方が異なるなどがある。後

者では，同じ浸水深であっても，避難行動の

差によって被害が異なったり，建物の構造に

よって破壊程度が異なるなどである。すなわ

ち，自然災害とは重層的な空間性を有してい

る現象として捉えなければならず，地理学的

な現象であると理解すべきなのである。

歴史災害もまた，発生したという歴史的事

実だけでなく，空間性を有する地理学的事象

として理解するべき存在である。災害の伝承

を考える際に，発生の事実だけでなくその空

間性を合わせて伝承することが必要となる。

．災害関連景観による災害の保存と伝承

災害を伝承する際の有効な手段の一つとし

て災害遺構がある。本シンポジウムの林報告

においても石碑の活用が指摘されている。筆

者は以前，災害遺構を含む災害に関連した一

連の景観を「災害関連景観」として整理した7）。
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こうしたモニュメントは，それが設置され

ている地点の災害史や災害情報を示すもので

あり，災害の持つ空間性を認識する上で貴重

な資料となる。特に，津波災害の再来間隔が

長く，記憶による伝承が困難である日本海側

においては貴重である。

（2）空間性が失われた災害関連景観

前項で記したように，災害関連景観による

災害の空間性の保存と伝承には，モニュメン

トが設置されている地点が重要となる。しか

図１　国道沿いに設置されていた津波浸水域の

表示板　　　　　　　　　　　　

（2008年 8月，岩手県宮古市田老地区にて撮影）

図２　岩手県宮古市田老地区に設置されている

水位表示板　　　　　　　　　　

（2008年 8月，岩手県宮古市田老地区にて撮影）
上が明治三陸地震津波 （約15m），下が昭和三陸地震津波
（約10m） の高さを示している。

図３　男鹿水族館前に設置されている

日本海中部地震の石碑

（2008年 8月，秋田県男鹿市にて撮影）
津波水位はマリア像の台座の側壁に表示されている。
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置地点も既に移設されたものであり，それぞ

れ当該の津波の遡上限界地点に設置されてい

たものが合祀されたとされている。また，熊

本県玉名市でも津波石が移設されて記念碑

として利用されているケースが報告されてい

る13）。

災害の記録に際して，その位置情報の重要

性は必ずしも高く認識されていない恐れがあ

る。地理学の観点からは，災害関連景観の持

つ空間性の価値を指摘するとともに，その適

正な保全を主張していく必要がある。

（3）東北地方太平洋沖地震に伴う新たな災害

関連景観の創出と空間性

2011年の東北地方太平洋沖地震の発生に

伴い，東北地方太平洋沿岸では新たに様々な

災害関連景観が創出されつつある。その中に

し，災害時の復旧・復興や土地改変などに

伴ってモニュメントが原位置から移動し，そ

の空間性が失われた事例も存在する。

図 4は岩手県釜石市両石地区に設置されて

いた石碑である。三基の石碑のうち手前の二

基は明治三陸地震津波の慰霊碑，奥の一基は

昭和三陸地震津波の慰霊碑である。この写真

を撮影した2007年 8月の時点において，こ

れらの石碑は昭和三陸地震津波の遡上限界地

点に設置されており，津波の影響範囲を示す

位置情報を有していた。しかし，三陸自動車

道の建設に伴い，2009年 9月の時点で現在の

地点に移設されていることを確認している

（図 5）。この地点は2011年の東北地方太平

洋沖地震による津波の遡上限界地点に偶然一

致することとなった。この地点に東北地方太

平洋沖地震に関する石碑が別途新設され，石

碑の履歴や移設の経緯などが記されれば，新

たに空間性が付与された災害関連景観として

機能する。しかし，実際には既存の石碑が移

設されただけであり，後付けで「今回の東日

本大震災の津波も当地まで達しており，津波

除けの標石としての役割を果たしたことに

なった」11）との意味づけをされてしまうとい

う問題が生じている。なお，社団法人全国漁

港漁場協会 12）によると，2007年の時点の設

図４　岩手県釜石市両石地区に設置されていた

石碑　　　　　　　　　　　　　

（2007年 8月，岩手県釜石市両石地区にて撮影）

図５　移設された石碑

（上2009年 9月，下2012年 8月撮影）
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している。遡上限界を示す類似の石碑は様々

な主体によって数多く設置され，これらを対

比することで津波の実相を連続的な空間性を

有するものとして把握することができる。

これらの活動では，これまでの津波で設置

されてきた石碑などによる点的な空間情報

が，線的な空間情報へと拡張されていること

が注目に値する。ただし，前述のようにモ

ニュメントは移設・撤去などにより空間代表

性を失う可能性がある。将来世代に向けて，

これらの災害関連景観を空間性を有する史料

として維持し続けることが重要であり，その

価値を発信することが地理学者が防災教育に

寄与しうる点の一つであろう。

．おわりに

将来的な津波災害の被災可能性がある地域

において，効果的に防災教育を進めていくた

めの教材の一つとして災害関連景観が持つ可

能性を指摘し，特に，災害が持つ空間性を表

象しうる災害関連景観を取り上げ，その価値

と不安定性，および現在の動向を検討した。

過去の自然災害を表象する災害関連景観は

歴史性とともに，災害の空間性をも表象しう

る。時間の科学である歴史学と空間の科学で

ある地理学との接点に位置する歴史地理学的

思考は，災害関連景観を通して防災教育に

とって重要な視点となる。

日本は災害大国である。次の災害は必ず

やってくる。その時に被害をできる限り小さ

く軽くするために，今やっておかなければな

らないことは多い。筆者も地理学徒として最

大限の努力を続けるつもりである。

 （金沢大学）

〔付記〕

本稿の研究の実施には，科学研究費補助金

（基盤研究 （C） 22500985および26510006） の一部

を活用した。

は，災害の空間性を意識して設置されつつあ

るものもある。

図 6はロータリークラブによって津波遡上

限界の地点に設置された石碑であり「津波到

達地」と表記され，石碑自体が災害の空間性

を表象していることが明示されている。ロー

タリークラブは同一の石碑を各所に設置して

おり，津波遡上限界の空間的な対比を可能と

図６　　ロータリークラブによって設置された

「津波到達地」碑 　　　　　

（2012年 8月，岩手県宮古市田老地区にて撮影）
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